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開議 午後１時００分 

 

○議長（管野英美子君） 

  皆様、こんにちは。 

  ただいまの出席議員は１２名であります。

定足数に達しておりますので、これより本

日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「第３号議案から第２２号議案

まで」を議題といたします。 

  これに対する各常任委員会及び特別委員

会の報告を求めます。 

  総務建設常任委員会、中川敦司委員長。 

○総務建設常任委員会委員長（中川敦司君） 

  それでは、御指名をいただきましたので、

総務建設常任委員会の報告をさせていただ

きます。 

  総務建設常任委員会は、令和４年３月１

０日午前９時３０分より開会し、午前１１

時２２分に閉会いたしました。 

  委員会の出席者は、才脇副委員長、寺脇

委員、管野委員、秋元委員、川上委員、そ

して私、委員長の中川の計６名であります。

委員外の出席といたしまして永並副議長が

出席いたしました。 

  当委員会に付託されました議案は９議案

であります。 

  それでは、審査の内容を報告させていた

だきます。 

  まず、３号議案、豊能町職員の育児休業

等に関する条例改正の件であります。 

  提案理由の説明は省略いたします。 

  質疑の内容でございますが、今回の条例

改正は、町の対応が遅れていたのではなく、

国のほうも同じく規定がなかったという理

解でよいのかとの質問があり、それに対し

て、国のほうも当然規定はなく、昨年の人

事院勧告で職員が育児休業を取得しやすい

勤務環境の整備を徹底するよう申し出があ

り、そのことを受けて整備を行うものです

との答弁でございました。 

  また、男性職員の育児休業の取得はどう

いった状況なのかとの質問があり、令和２

年度に育児休業の対象となった職員は女性

２名男性２名でしたが、実際に育児休業を

取得したのは女性２名で男性職員は取得し

ておりませんとの答弁がございました。 

  質疑を終結し討論はなく、採決に移り挙

手全員で可決されました。 

  次に第４号議案、豊能町一般職の職員の

給与に関する条例改正の件並びに第５号議

案、豊能町特別職の職員の給与に関する条

例改正の件及び第６号議案、豊能町議会議

員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

改正の件でございますが、提案理由は省略

いたします。この３議案は関連性がござい

ましたので一括して提案説明及び質疑を行

いました。 

  質疑はなく、議案ごとに討論・採決に移

り、討論はなく、挙手全員で各議案は可決

されました。 

  次に第７号議案、豊能町特別職の職員で

非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する

条例改正の件でございますが、提案理由は

省略させていただきます。 

  質疑でございますが、デジタル専門官の

勤務体系はどのようになっているのかとの

質問があり、１日６時間で月２日を想定し

ていますとの答弁でございました。 

  また、デジタル専門官にどういったこと

を求めるのかとの質問に対し、これから自

治体ＤＸを推進していく上でいろいろと判

断が必要ですので、技術的な専門的な助言

とともに、デジタルに関する政策的な面で

アドバイザーとして力を発揮していただき

たいと思っており、さらには人材育成もお

願いしたいと考えていますとの答弁でござ
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いました。 

  また、どのような人選を考えているのか

との質問に対し、大阪府職員のOBで情報の

専門職としてデジタル化の職務をずっとさ

れてきた方を想定していますとの答弁でご

ざいました。 

  質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

  次に第９号議案、豊能町都市計画法施行

条例改正の件でございますが、提案理由は

省略いたします。 

  質疑でございますが、開発許可を厳格化

することでどのような影響があるのかとの

質問があり、今まで条例で開発できない区

域として規定済みであった四つの区域、す

なわち災害危険区域、地すべり防止区域、

急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒

区域、この四つに加え三つの区域、浸水被

害防止区域、土砂災害警戒区域、浸水想定

区域のこの三つが加わりました。国の方針

としては危険なところに住むなというよう

なことがメインで今回の法改正がなされた

と聞いているとの答弁でございました。 

  次に、危険な区域に既存の建物があると

思うが、建て替えや増築はできなくなるの

かとの質問に対し、既存の建物を建て替え

や増築する場合は既存権利があるので影響

はありません。更地に建物を新築する場合

に適用されますとの答弁でございました。 

  質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

  次に、第１１号議案、豊能町消防団員等

公務災害補償条例改正の件でございますが、

提案理由は省略いたします。 

  質疑・討論はなく、採決に移り、挙手全

員で可決されました。 

  次に、第１２号議案、令和３年度豊能町

一般会計補正予算（第７回）の件（関係部

分のみ）でございますが、提案理由は省略

いたします。 

  質疑でございますが、牧地区のほ場整備

事業はどういう工事が増えたのか、それと

もクオリティが上がったのかとの質問があ

りまして、それに対し、令和４年度に実施

予定の工事を国の経済対策で令和３年度に

前倒しで実施するもので、全体量が増えた

ものではありませんとの答弁でございまし

た。 

  質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

  次に、第１６号議案、令和３年度豊能町

下水道事業特別会計補正予算（第２回）の

件でございますが、提案理由は省略いたし

ます。 

  質疑・討論はなく、採決に移り、挙手全

員で可決されました。 

  以上が総務建設常任委員会に付託されま

した９議案の審査の結果でございます。こ

れで委員会の報告を終わらせていただきま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  次に、福祉教育常任委員会、高尾靖子委

員長。 

○福祉教育常任委員会委員長（高尾靖子君） 

  福祉教育常任委員会の報告をさせていた

だきます。 

  ３月１１日金曜日、午前９時３０分開会

で行われました。 

  令和４年豊能町議会３月定例議会に付託

されました案件は６件で慎重審査いたしま

した。 

  出席議員は６名です。池田忠史議員、吉

田正子議員、永谷幸弘議員、永並啓議員、

小寺正人議員、そして私、高尾靖子でござ

います。 

  次に議案のほうにいきます。 

  第８号議案、豊能町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
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改正の件でございます。 

  提案理由の説明は省略させていただきま

す。 

  質疑では、東西に学校運営協議会を設置

するということですが、委員は何名、そし

て何回するのかをお聞きしますということ

で、答弁は、東西それぞれに会長１名、副

会長１名、委員１５名の１７名を想定して

いるということです。会議の回数は、正式

な学校運営協議会になると教育委員会の事

務局から離れ、それぞれの運営協議会が必

要とされる回数になると思われます。現時

点では月１回程度想定していますが、令和

８年の義務教育学校に向けた開校準備委員

も兼ねていただくと月１回以上の会議が必

要になると思われるという答弁でございま

す。 

  次は、会長、副会長、委員それぞれの報

酬は年額妥当なのかという問いに、池田市、

豊中市、能勢町などの報酬額を調査し妥当

と判断させていただきましたという答弁で

す。 

  次、準備会の委員に学校運営協議会委員

になっていただきたいとのことだが、辞退

されたときはどうするのかという問いに、

準備委員会も学校長から推薦いただいてお

り、正式な学校運営協議会の人選について

も各学校から推薦をいただき、教育委員会

から委嘱するという形をとります。学校と

相談の上補充していきたいと思いますとい

う答弁でございました。 

  討論なし。採決では全員賛成で可決され

ました。 

  次、第１０号議案、豊能町太陽光発電施

設の設置及び管理に関する条例改正の件で

ございます。提案理由は省略させていただ

きます。 

  質疑では、法律の題名変更に伴う改正と

いうことですが、法律改正の概要はどうか

という問いに対して、主な変更点は太陽光

発電設備の適切な廃棄のための廃棄費用の

外部積立を原則義務化するという法改正に

なっています。その積立状況も公表されて

いるというように厳格化されますというこ

とです。 

  次に、法律に経過措置等がないことから、

今まで事業をされていたところに関しても

積立は義務という解釈でよいのかという問

いに関して、２０１８年４月に再生可能エ

ネルギー特別措置法が改正され、それ以前

に認可を受けている事業者については努力

義務という形になっていましたが、今回の

法改正で義務となっているという答弁でご

ざいました。 

  討論なし。採決は全員賛成で可決いたし

ました。 

  次に、第１２号議案、令和３年度豊能町

一般会計補正予算（第７回）の件（関係部

分のみ）でございます。提案理由の説明は

省略させていただきます。 

  質疑では、教育費国庫補助金での要保護

児童生徒援助費を受けている人数はどれく

らいおられるのかという問いに、生活保護

費を受給されている世帯の児童になります

が予算は１名分を計上していますという答

弁でございます。 

  また、小中一貫校施設整備事業の継続費

の補正後は令和２年度、３年度で東地区の

基本設計、実施設計と西地区の基本設定ま

でが入っているとの理解でよいのかという

問いに関して、基本設計は東西それぞれに

あり、東地区はほぼ完成している第一期工

事の実施設計と令和７年度に工事を想定し

ている基本設計、西地区については基本実

施設計全部になりますという答弁でござい

ます。 

  繰越明許費補正の民生費、子育て世帯へ

の臨時特別給付金事業の受給対象者数はと
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いう問いに関しては、受給対象者数は1,４

２０人となりますという答弁でございまし

た。 

  次に、小中一貫校の西地区の実施設計に

ついて東地区の児童の受入れが可能である

規模の実施設計をしているとの理解でよい

のかという問いに関して、児童の減少傾向

が続き、東西含めて１学年２クラス規模に

なった場合、全ての児童の受入れは可能か

もしれません、そういう答弁でございまし

た。 

  討論なし。採決、全員賛成で可決いたし

ました。 

  次、第１３号議案、令和３年度豊能町国

民健康保険特別会計事業勘定補正予算の件

でございます。提案理由の説明を省略させ

ていただきます。 

  質疑では、電子カルテシステムが変わっ

たということについて現状的に問題はない

のかという問いに関して、カルテの整備そ

のものは診療施設勘定で行っていますが、

これまで使用していた電子カルテの更新時

期が来てたので更新入れ替えを行ったもの

です。新型コロナの感染症の影響などで整

備は１月末にずれ込み、結果令和４年度の

調整交付金の交付となったため電子カルテ

システムの入れ替えは３年度に行い、交付

金については令和４年度に受け取る結果と

なりましたという答弁でした。 

  また、ハッキング対策については何か検

討しているのかという質疑に対して、更新

後はクラウド化を進めそのデータセンター

のバックアップと診療所内のバックアップ、

複数のデータを別の場所で管理する形でセ

キュリティの強化を図っていますという答

弁でございました。 

  討論なし。全員賛成で可決いたしました。 

  第１４号議案、令和３年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定補正予算

（第４回）の件でございます。提案理由の

説明は省略いたします。 

  質疑なし、討論なし。全員賛成で挙手で

可決されております。 

  第１５号議案、令和３年度豊能町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２回）の件

です。提案理由の説明を省略させていただ

きます。 

  質疑では、保険料収入が高額であること

について伺います。後期高齢者が増えて保

険料収入分を広域連合に納付したというこ

となのかという問いに対して、後期高齢者

の人口は年々増加しており、これに伴い被

保険者数が増加し保険料収入は増加を続け

ています。今回保険料が当初の見込みより

多く徴収ということになりましたので、そ

のほぼ同額を広域連合に納付するため補正

をさせていただいておりますという答弁で

ございました。 

  討論なし。採決では挙手全員で、賛成で

可決いたしております。 

  終了は午前１０時５２分に閉会いたしま

した。 

  以上で福祉教育常任委員会の報告を終わ

らせていただきます。 

○議長（管野英美子君） 

  次に、予算特別委員会、寺脇直子委員長。 

○予算特別委員会委員長（寺脇直子君） 

  それでは、予算特別委員会の報告をさせ

ていただきます。 

  ３月８日の本会議におきまして予算特別

委員会が設置され、私、寺脇が委員長に、

そして池田議員が副委員長に選任されまし

た。委員には才脇議員、中川議員、秋元議

員、高尾議員が、そして正副議長にはオブ

ザーバーとして参加をいただき、３月１４

日、１５日の日程で、全員出席のもと１４

日午前９時半に開会しました。 

  審査の内容を報告いたします。まず第１
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７号議案、令和４年度豊能町一般会計予算

の件についてを議題とし、予算説明資料の

ページ番号順、所属順で進め、主な歳入に

ついても併せて説明と審査を行い、最後に

討論、採決といたしました。 

  それでは主なものを報告いたします。 

  質疑では、プレミアム付きデジタル商品

券を実施予定とのことだが、どういうもの

か。また、プレミアム率や商品券の予算は

幾らかという質疑に対し、アプリを入れて

いただきＱＲコード決済できる仕組みです。

プレミアム率はチャージした金額の２０％

程度を考えています。スマートシティの取

組の中で進め、分析しながら実験で得た知

見を将来の実装に活かしていきたいと考え

ています。原資はコンパクトスマートシテ

ィプラットフォーム協議会が持っている金

額を充て、今のところ５００万円程度を考

えていますという答弁でありました。 

  ＡＩを使った西地区で展開予定のオンデ

マンドは、今ある東地区のデマンドシステ

ムとどう違うのか。家の前まで来てもらえ

るのかという質疑に対し、東地区のデマン

ドタクシーは予約があったときに定時定路

線を走りますがＡＩオンデマンドは予約し

て待っていればＡＩが最適ルートを検出し

て乗ることができるものです。病院、スー

パー、公共施設などポイントを決め、そこ

まで来てもらって乗り降りしていただくこ

とを考えています。という答弁でした。 

  この事業は協議会が予算を持っていると

思うが予算を使う基準はという質疑に対し、

一般財団法人コンパクトスマートシティプ

ラットフォーム協議会は、豊能町で実験授

業を行っていくために設立されたもので、

各サービスを提供する企業、サービスを受

ける自治体が加入しています。総務省の事

業に採択され、予算としては企業から２分

の１、総務省から２分の１となっておりま

すという答弁でした。 

  事業費７４４万円の全額が特定財源とな

っているが、今後も特定財源の中で事業を

するということでよいかという質疑に対し、

令和４年度は新型コロナ交付金を充当する

予定ですが、特定財源を使えるような形を

考えていきながら実施していきたいと思い

ますという答弁でした。 

  地域おこし協力隊がなぜ能勢豊能のまち

づくりに結びつくのかという質疑に対し、

地域おこし協力隊は能勢豊能の新電力会社

の社員ではありませんが、地域に還元して

いく趣旨は同じです。新電力会社が得た収

益をまちづくりに活かす際に地域おこし協

力隊が入って中心となり後には新電力会社

とは別の法人化を目指し地域のまちづくり

会社のようなものができればと考えていま

すという答弁でした。 

  住宅の流通促進のため空き家の掘り起こ

しを自治会と連携してということだが自治

会に何をしてもらうのかという質疑に対し、

例えば空き家の活用セミナーを自治会と連

名ですることによってその自治会内にある

空き家の所有者、管理者に参加いただけな

いかと考えております。一斉に全自治会で

するというよりも特定の自治会でまずやっ

ていきたいと考えておりますという答弁で

した。 

  防災行政無線は今までいろいろ工夫して

きたが聞こえないところがある。それであ

れば高額なメンテナンス料を安く抑える考

えはないかという質疑に対し、天候などに

よりどうしても聞こえないところがありま

すが、数多くある周知情報の一つであると

考えております。子局の数を減らせれば多

少安くなると思いますが、どこを減らすか

の問題が出てきます。一定の効果を出すた

めには引き続き町内全域で整備をしていく

必要があると考えておりますという答弁で
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した。 

  残り６２台だが貸与の対象にイエローゾ

ーン内の世帯が増えたがこの台数で足りる

のかという質疑に対し、実績では毎年四十

数台になりますので来年度は足りると思い

ますが、不足する場合は新たに購入を検討

するようになると思いますという答弁でし

た。 

  基金管理事業の事業の目的が各種基金へ

のさらなる積み増しを行うとなっているが、

今年度の取組はという質疑に対し、決算額

の実質収支の財政調整基金への全額積立や

基金の財産運用により基金収入が増となる

施策をしていますという答弁でした。 

  指定金融機関の事務手数料が４００万円

増とのことだが処理件数が増えたのか、そ

れとも１件当たりの手数料が上がったのか

という質疑に対し、事務件数も変わってお

りますが口座振替手数料、人件費、キャッ

シュコーナー設置費などがあり、長年提示

されていた金額です。手書き振込は今のと

ころ手数料はかかっていませんが、一月当

たりの相互振込などは年額で払っておりま

すというと答弁でした。 

  戦没者追悼式は遺族の方も亡くなられて

きており、来ていただくよりもお花を贈る

などできないかと思うが、遺族会の方たち

とどのような話をしているのかという質疑

に対し、遺族会の方たちと話をするとまだ

今の形でやってほしいと要望がありました

という答弁でした。 

  コンビニ交付システム導入事業でマイナ

ンバーカードを持っていれば全国のどこの

コンビニに行っても住民票や印鑑証明書が

取れるということだが、９３４万8,０００

円もかかるのかという質疑に対し、コンビ

ニ交付のクラウドシステム導入で７００万4,

８３５円、システムの保守業務で１４１万7,

６８０円が大きな支出になります。令和５

年度以降のランニングコストは約２８０万

円が見込まれていますという答弁でした。 

  生活人権相談事業の相談件数は２６件と

いうことだが、法律的な相談ではなく誰に

でも相談できる内容と受け止める。人権擁

護委員が行うことはできないのかという質

疑に対し、法律相談だとかこういった相談

だと仕分けができる方はいいかもしれませ

んが、困っている方というのはずっと自分

の中で整理ができていなかったりしますの

で、お話を聞いて「今後こういう方法でア

プローチをされたらどうですか。」そのよ

うなアドバイスをしております。大阪府の

交付金がある間は事業をしていきたいと思

っておりますという答弁でした。 

  ふれあい文化センターのお茶・お花の講

座は長い間やっているが、福祉ではなく公

民館的な位置付けの方が多く集まると思う。

目的を変更してはどうかという質疑に対し、

人権啓発の推進及び地域福祉の向上を図る

施設ということで設置しています。公民館

とは目的が異なりますという答弁でした。 

  豊能町衛生センター施設設備整備修理事

業のこの事業名に修理となっているが、摂

津市に何らかの協力をいただくのかという

質疑に対し、計画に基づいて修繕しており

ますがメーカーからはあと２０年は持つで

しょうという答えをもらっています。摂津

市との覚書は令和４年度末までですが、そ

れ以降は話し合いという形になりますとい

う答弁でした。 

  自治会で公園の一斉清掃を春と秋に行っ

ているが、町が草刈りをやった後に自治会

が一斉清掃しているので町の草刈りをなく

せば費用が減額できると考えるがどうかと

いう質疑に対し、本来町が考えているのは、

町と自治会が２か月ごとに草刈りをすると

きれいな公園が続くけれども、自治会から

は、自治会が一斉清掃する前に清掃してほ
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しいと要望があり、実質年２回しか公園の

清掃ができていない状況です。今後も引き

続き町が草刈りをしてからすぐに一斉清掃

するのであれば、自治会に払う報奨金はも

う必要ないのではないかと思っていますと

いう答弁でありました。 

  とよの就農支援塾卒塾生で土地を購入し

て就農しているものはいるのかという質疑

に対し、豊能就農支援塾の卒塾生で土地を

購入された方はおりませんという答弁でし

た。 

  町内で就農している卒塾生は土地を借り

ていると思われるが、どの地区で借りてい

るかなど把握しているのかという質疑に対

し、新規就農者と卒塾生の町内の田畑の借

用状況は合計１４筆、2,４９５平米になり

ますという答弁でした。 

  就農している卒塾生で志乃の里に出荷し

ているのは何名かという質疑に対し、卒塾

生には出荷できる状態になれば必ず志野の

里に出荷してもらうようにしていますので、

就農している１４名は出荷しているものと

認識しておりますという答弁でした。 

  森林整備事業として令和３年度と比べ２

倍の予算が計上されているがどのような内

容かという質疑に対し、令和３年度に策定

しました森林整備基本方針に基づき、毎年

５００筆程度の地番参考図を作成し、併せ

て間伐を実施するものですという答弁でし

た。 

  地籍調査とは何が違うのかという質疑に

対し、地籍調査は関係者の立会いのもと境

界杭を打つなどしてきちんと境界を決めま

すが、地番参考図は林層や谷筋、尾根筋な

ので大まかな境界の見当をつけるもので、

所有者を特定するところは似ていますが地

籍調査ほど正確に境界を決めるものではあ

りませんという答弁でした。 

  次に、ＧＩＧＡスクールサポーター配置

促進事業ということで、令和４年度の予算

に上がっているが配置人員などの詳細はと

いう質疑に対し、現在は２人の方で６小中

学校を週に１回程度という割合で終日回っ

ています。ＩＣＴ機器、タブレット、そう

いった通信環境から操作方法、授業の取り

組み方の相談などを行っていますという答

弁でした。 

  ＧＩＧＡスクール端末保守事業でフィル

タリングソフトなどの使用料は毎年かかる

のか、また複数年の契約になっているのか

という質疑に対し、ソフトの使用料は毎年

かかりますが年度ごとに更新を予定してい

ますので債務負担で複数年設定しているも

のではありませんという答弁でした。 

  使用料はどういった条件で決まるのかと

いう質疑に対し、この使用料は職員数を基

礎として積算しますので職員数が減れば費

用も若干減少しますという答弁でした。 

  職員の数で使用料が変動するのであれば、

先生の数が減り児童の数が増えても使用料

は安くなるということかという質疑に対し、

この使用料は児童数の影響は受けず職員数

の増減で決まりますという答弁でした。 

  児童虐待防止対策録音機器など機器購入

事業について、虐待といった事例はこれま

でどの程度発生しているのか、また機器に

ついてはどのように活用するのかという質

疑に対し、事例については所管の要保護児

童対策協議会の記録では３６名になります。

現在子ども育成課に主担ということで１名

がおり、相談などに対応しています。この

機器の導入により録音もできパソコンなど

の処理を経て文章化もできます。見守り支

援などの過程を全て記録に残します。町外

に転出また転入される場合、その記録は転

出先に渡したりまたいただいたりします。

正しく記録を残す必要からの購入になりま

すという答弁でした。 
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  中央公民館管理事業で中央公民館の外壁

落下防止対策事業について、ネットで落下

防止の対策をするとのことだが、建物のど

の辺りになるのか、またそのネットは何年

間張り続けることになるのか、耐久性はあ

るのかという質疑に対し、旧双葉保育所側

以外の部分を上からネットで囲い、完全に

ネットで隙間なく包み込んでしまう工法に

なります。タイルの剥離は止めることがで

きませんが、剥離したものが下に落下する

ことは防ぐことができます。耐久性につい

ては最低五、六年はもつということで、施

工業者、メーカーに確認しておりますとい

う答弁でした。 

  ユーベルホール管理事業について、ユー

ベルホールの稼働率はという質疑に対し、

令和元年度の実績になりますがホールが３

５％、リハーサル室は７８％、楽屋１が３

７％、楽屋３が２３％の稼働率になってい

ますという答弁でした。 

  ユーベルホールを閉鎖するかどうかが前

から課題になっている。今回も3,８５１万

円計上しているが、町の方針が決まってい

ない中でなぜ投資をするのかという質疑に

対し、ユーベルホールは公共施設再編で議

論していますが、令和４年度の予約も７１

件入り、確かに貸館利用もいただく予定に

なっています。そのような状況から空調改

修の予算要求をしていますという答弁でし

た。 

  奨学資金貸与事業というのは町独自の事

業か、それとも府の事業か、また予算額が

１３０万円ほど減っている理由はという質

疑に対し、国の補助などは受けていない町

独自の施策になります。高校生が月額１万2,

０００円、大学生が月額２万5,０００円を

就学中に貸し付けるものです。新規の貸付

の方も減っており、また予算編成も厳しい

状況から若干予定人数を減らしており、継

続の貸付と新規を含め大学生・高校生で令

和３年度は２０名程度のところ、令和４年

度は１４名程度見積もっていますという答

弁でした。 

  質疑の終結後、秋元委員ほか、中川委員、

池田委員より修正動議が提出され、秋元委

員による修正案の提案説明を受けました。

その内容につきましてはお手元に委員会に

提出された修正動議を配付しておりますの

で御覧いただきたいと思います。提案理由

の説明は、ユーベルホール管理事業のうち

工事請負費について次の理由により反対し

全額削除するものです。ユーベルホールは

公共施設再編計画の対象になっており、本

来その方向性が出されてから慎重に考える

べきであるためというものでありました。

修正内容は、第１７号議案、令和４年度豊

能町一般会計予算の総額を６９億3,２００

万から６９億2,６７３万3,０００円に減額

するものです。減額する歳出の箇所は、款

１０・教育費、項５・社会教育費、目５・

ホール運営費の２．ユーベルホール管理事

業の工事請負費５２６万7,０００円です。

歳入は、款２０・繰入金、項１・基金繰入

金、目１・財政調整基金繰入金の１．財政

調整基金繰入金を５２６万7,０００円減額

するものです。よって「第１表 歳入歳出

予算」の歳入の繰入金を６億4,９３９万6,

０００円に修正し、歳出の教育費を１０億2,

９４３万3,０００円に修正し、歳入歳出の

予算をそれぞれ６９億2,６７３万3,０００

円とするものです。修正案の内容は以上の

とおりです。修正案に対する質疑はなく、

また修正案、原案ともに討論なしで採決に

入り、まず秋元委員ほか２名の委員から提

出されました修正動議について採決を行っ

た結果、挙手多数で可決となりました。修

正案が可決されましたので修正した部分を

除く部分を原案のとおりとすることについ
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て挙手多数で可決され、第１７号議案は修

正可決となりました。 

  次に、第１８号議案、令和４年度豊能町

国民健康保険特別会計事業勘定予算の件に

ついてでございますが、主な質疑を報告い

たします。 

  滞納者に発行する資格証、短期証の交付

は何人かという質疑に対し、令和３年度に

おいて短期証の交付は４８人、資格証の交

付はありませんでしたという答弁でした。 

  資格証の交付がない理由はという質疑に

対し、滞納者へは納付相談により分納で納

めていただく取組をしておりますが、中に

は全く納付相談に応じない方もおられます

ので交付する機会が得られないためですと

いう答弁でした。 

  国民健康保険特定健康診査事業で、令和

３年度と比較して額が上がっている要因は

という質疑に対し、健康診査事業の費用に

ついては令和３年度について９月補正で金

額を増額して取り組んだ事業です。この費

用については元々ヘルスアップ事業以外の

特定健診そのものの費用なども含まれてお

り、ヘルスアップ事業にかかる費用として

約８００万円を予定しており、実施する予

定ですという答弁でした。 

  質疑を終結し、討論に移り、１名の委員

から、資格証や短期証の発行をしないよう

に求めるとともに、この制度に反対のため

反対とすると反対討論がありました。採決

に移り、挙手多数により可決となりました。 

  次に、第１９号議案、令和４年度豊能町

国民健康保険特別会計診療所施設勘定予算

の件についてでございますが、主な質疑を

報告いたします。 

  質疑については、診療所管理事業費が約

４００万円減額となっているがその要因は

という質疑に対し、医師１名が市立池田病

院からの派遣の形態から町の直接雇用にな

ったことから、報償費で費用を負担してい

た分が減額となったものですという答弁で

した。 

  国保診療所には薬剤師がいないが薬を出

すことに問題はないのかという質疑に対し、

医師の処方のもとに看護師が薬剤を扱うこ

とが可能となっていますという答弁でした。 

  質疑を終結し、討論はなく、採決に移り

挙手全員で可決されました。 

  次に、第２０号議案、令和４年度豊能町

後期高齢者医療特別会計予算の件について

でございますが、主な質疑を報告いたしま

す。後期高齢者医療広域連合納付金事業が

１億円増加しているがその要因はという質

疑に対し、後期高齢者医療の人口がここ数

年毎年３００人ずつ増加している状況で、

現在の被保険者数が4,０００人程度である

ため、１割まではいかないとまでもかなり

の人数が増加することによるものですとい

う答弁でした。 

  後期高齢者医療の人口が増加する割合以

上に事業費が増額となっている要因はとい

う質疑に対し、納付金は保険料で調整した

額に加えて保険料を軽減した市町村や大阪

府の負担分も合わせて納付する仕組みにな

っているためですという答弁でした。 

  質疑を集結し、討論に移り、１名の委員

から、７５歳以上の医療費窓口負担２割は

自助政策の強行で受診抑制を招くものであ

ることからこの制度に反対のため反対とす

ると反対討論がありました。 

  採決に移り、挙手多数により可決となり

ました。 

  次に第２１号議案、令和４年度豊能町介

護保険特別会計事業勘定予算の件について

でございますが、主な質疑を報告いたしま

す。 

  どの事業も増加気味の金額になっている

が、認定を受けた方の給付の伸びを想定し
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た額になっていると解釈してよいかという

質疑に対し、介護保険の事業計画で給付額

を７％増と見込み増額していますが、実際

の実績などを見ながらより多く充てたい事

業には厚めに予算計上をしていますという

答弁でした。 

  増額割合に応じたサービスの増加が必要

になるが対応していけるのかという指摘に

対し、サービスに関する人材確保は全国的

にも大きな問題になっており、当町におい

ても事業所の人手が足りないという声も聞

いております。大阪府と連携を図りながら

地域の事業所の意見も参考にしながら人材

確保に取り組んでまいりますという答弁で

した。 

  サービスを必要以上に利用していないか

どうかのチェックはどのように行っている

のかという質疑に対し、介護保険の適正化

事業の中で正職員とは別に専門のケアマネ

ージャーの資格のある職員が専門的な目で

ケアプランをチェックする体制で取り組ん

でおりますという答弁でした。 

  質疑を終結し、討論に入り、１名の委員

から、診療報酬改悪と合わせて患者を在宅

医療や介護へ誘導する地域包括ケアシステ

ムの仕組みに反対のため、また介護保険給

付準備基金は保険料の抑制にもっと使うべ

きであるため反対とすると反対討論があり

ました。 

  採決に移り、挙手多数により可決となり

ました。 

  次に第２２号議案、令和４年度豊能町下

水道事業特別会計予算の件についてでござ

いますが、主な質疑を報告いたします。 

  下水の使用料の収入は減るが維持してい

くお金はこれから多くかかる状況が続くの

かという質疑に対し、そのような状況は続

きますという答弁でありました。 

  下水道施設管理事業には特定財源はない

がなぜかという質疑に対し、基本的には下

水道使用料を充てるものとなっているため

特定財源はありませんという答弁でした。 

  老朽化施設の調査保守について前年より

少なくなっているがこれは町全体の何パー

セントまでこの調査が進んだ箇所が分かる

のか、何か計画に基づいてされているのか

という質疑に対し、来年度については下水

のストックマネジメント計画に基づいてと

きわ台地区で調査をする予定ですという答

弁でした。 

  質疑を終結し、討論はなく、採決に移り、

挙手全員で可決されました。 

  これで予算特別委員会に付託されました

第１７号議案から第２２号議案までの審査

を全て終わり、３月１５日午後６時１６分

に委員会を閉会いたしました。 

  以上で予算特別委員会の報告を終わりま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  これより、委員長報告に対する質疑を行

います。 

  審議がスムーズに行われるということと、

委員会の意思の安定という原則があります

ので、当該委員会所属の委員各位の質疑は

差し控えていただきますよう、お願い申し

上げます。 

  初めに、第３号議案から第１６号議案ま

での１４件に対する質疑を行います。あり

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  次に、第１７号議案から第２２号議案ま

での６件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  質疑を終結いたします。 

  続きまして、第３号議案に対する討論を

行います。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第３号議案「豊能町職員の育児休業等に

関する条例改正の件」に対する委員長の報

告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員です。 

  よって、第３号議案は委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、第４号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第４号議案「豊能町一般職の職員の給与

に関する条例改正の件」に対する委員長の

報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第４号議案は委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、第５号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第５号議案「豊能町特別職の職員の給与

に関する条例改正の件」に対する委員長の

報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第５号議案は委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、第６号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第６号議案「豊能町議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例改正の件」に

対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第６号議案は委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、第７号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第７号議案「豊能町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

改正の件」に対する委員長の報告は、可決

であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第７号議案は委員長報告のとお
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り可決されました。 

  次に、第８号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第８号議案「豊能町特別職の職員で非常

勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

改正の件」に対する委員長の報告は、可決

であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第８号議案は委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、第９号議案に対する討論を行いま

す。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第９号議案「豊能町都市計画法施行条例

改正の件」に対する委員長の報告は、可決

であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第９号議案は委員長報告のとお

り可決されました。 

  次に、第１０号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１０号議案「豊能町太陽光発電施設の

設置及び管理に関する条例改正の件」に対

する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１０号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第１１号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１１号議案「豊能町消防団員等公務災

害補償条例改正の件」に対する委員長の報

告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１１号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第１２号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１２号議案「令和３年度豊能町一般会

計補正予算（第７回）の件」に対する委員

長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 
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○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１２号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第１３号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１３号議案「令和３年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定補正予算（第３回）

の件」に対する委員長の報告は、可決であ

ります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１３号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第１４号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１４号議案「令和３年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定補正予算

（第４回）の件」に対する委員長の報告は、

可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１４号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第１５号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１５号議案「令和３年度豊能町後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２回）の件」

に対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１５号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第１６号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１６号議案「令和３年度豊能町下水道

事業特別会計補正予算（第２回）の件」に

対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１６号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第１７号議案の委員会修正案と原

案に対する討論を行います。 

  反対討論からお願いします。 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  第１７号議案、令和４年度豊能町一般会

計予算の件で反対討論いたします。 

  長引く新型コロナの影響により、 
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（発言する者あり） 

○議長（管野英美子君） 

  修正案か原案に反対か。 

○１１番（高尾靖子君） 

  原案に反対です。 

  長引く新型コロナの影響により住民生活

と中小零細業者の営業は依然厳しい状況が

続いています。住民の命と暮らしを守る取

組の強化がこれまで以上に求められていま

す。住民の暮らしが大変なときこそ地方自

治体の原点に立ち返り、住民の窮状に寄り

添いながら、一層住民の切実な願いの実現

に全力を上げなければなりません。こうし

た立場から意見を述べ反対討論といたしま

す。 

  大阪府のコロナ感染者は第６波の中で重

症者、死者数が全国ワースト１です。本町

ではこれまでの感染者数は７５３人、３月

２２日現在です。１月から３月２２日まで

５５０人と急速に感染が広がっています。

ＰＣＲ検査は発熱時だけではなく、重症者、

自宅療養者を増やさないためにも社会的検

査を抜本的に拡大すべきです。人口減少、

財政難の中で公共施設の老朽化が進み、ま

ちづくりの遅れが浮き彫りになっています。

施設の老朽化対策と併せ、公共施設再編計

画においては財政的に厳しい状況に追い込

まれています。西地区の保育所・幼稚園に

ついては施設の老朽化を理由として公私連

携を目指していますが、少子化のもとで利

益を追求する民間事業者が見つかるのか危

惧されています。経費削減と保育サービス

は矛盾しています。再編検討課題ではない

でしょうか。国のデジタル化で行政のデジ

タル化推進はマイナンバーカード普及にマ

イナポイントを予算化し、カードの取得を

強要するものです。個人情報流出の危険が

あります。以上の理由で令和４年度豊能町

一般会計予算の原案に反対討論といたしま

す。 

○議長（管野英美子君） 

  続いて、原案に対する賛成討論はござい

ませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  ないようです。 

  修正案に対する反対討論はございません

か。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

（発言する者あり） 

○議長（管野英美子君） 

  賛成討論は、反対討論がないのでありま

せん。 

  第１７号議案「令和４年度豊能町一般会

計予算の件」に対する委員長の報告は、修

正可決であります。 

  まず、委員会の修正案について、採決い

たします。 

  委員会の修正案に賛成の方は、起立願い

ます。 

（多数起立６：５） 

○議長（管野英美子君） 

  起立多数であります。 

  よって、委員会の修正案は、可決されま

した。 

  ただいま修正議決されました部分を除く

原案について採決をいたします。修正部分

を除く原案のとおり決することに賛成の方

は、起立願います。 

（多数起立１０：１） 

○議長（管野英美子君） 

  起立多数であります。 

  よって、修正部分を除く部分は、原案の

とおり可決されました。 

  続いて、第１８号議案に対する討論を行
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います。 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  第１８号議案、令和４年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定予算について、反

対討論いたします。 

  コロナ禍が様々な課題に直面しています。

国は自治体の国保財政に関する法定外繰入

削減や保険料徴収納率・給付適正化などの

努力に対して交付金を増減額する保険者努

力支援制度へ国費を計上し、自治体財政に

対する締め付けをしています。町の新年度

は激変緩和の繰入を前年度より９００万円

も減額しています。資格証や短期証の発行

はしないことを求めておきます。 

  以上で、１８号議案、国民健康保険、反

対討論といたします。 

○議長（管野英美子君） 

  続いて、賛成討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１８号議案「令和４年度豊能町国民健

康保険特別会計事業勘定予算の件」に対す

る委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（多数起立１０：１） 

○議長（管野英美子君） 

  起立多数です。 

  よって、第１８号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第１９号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１９号議案「令和４年度豊能町国民健

康保険特別会計診療所施設勘定予算の件」

に対する委員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１９号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第２０号議案に対する討論を行い

ます。 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  第２０号議案、令和４年度後期高齢者医

療特別会計予算の件について、反対討論い

たします。 

  ７５歳以上の医療費窓口負担２割、自助

政策の強行が行われました。加入者約２

０％が受診抑制を招くものです。全国３７

０万人に影響がするものです。国、府へ働

きかけ、負担軽減の努力を求めます。 

  以上で反対討論といたします。 

○議長（管野英美子君） 

  続いて、賛成討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第２０号議案「令和４年度豊能町後期高

齢者医療特別会計予算の件」に対する委員

長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（多数起立１０：１） 

○議長（管野英美子君） 

  起立多数であります。 

  よって、第２０号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 
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  次に、第２１号議案に対する討論を行い

ます。 

  高尾靖子議員。 

○１１番（高尾靖子君） 

  第２１号議案、令和４年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定予算の件について反対

討論いたします。 

  ３年ごとの見直しで制度が改悪されてい

ます。国は消費税１０％を財源として低所

得者の保険料の負担軽減を措置しているも

のの、協会けんぽ、健康保険組合、共済組

合の被用者保険で報酬割を重くする措置を

導入し、国庫負担を大幅に軽くしてきた。

また、要支援者向けの訪問介護と通所介護

は保険サービスから外され、市町村が行う

総合事業に移行し、診療報酬改悪と併せて、

高度急性期の病床を削減し、患者を在宅医

療や介護へ誘導する地域包括ケアシステム

の仕組みが問題の根拠になっています。介

護保険給付準備基金は保険料引き下げの抑

制としてもっと使うべきであります。 

  以上で反対の理由といたします。 

○議長（管野英美子君） 

  続いて、賛成討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第２１号議案「令和４年度豊能町介護保

険特別会計事業勘定予算の件」に対する委

員長の報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（多数起立１０：１） 

○議長（管野英美子君） 

  起立多数であります。 

  よって、第２１号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  次に、第２２号議案に対する討論を行い

ます。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第２２号議案「令和４年度豊能町下水道

事業特別会計予算の件」に対する委員長の

報告は、可決であります。 

  本件は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方は、起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第２２号議案は委員長報告のと

おり可決されました。 

  ここで、議場換気のため暫時休憩いたし

ます。再開は１４時３０分といたします。 

（午後２時１３分 休憩） 

（午後２時３０分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  日程第２「第１号議会議案 女性差別撤

廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた

環境整備を求める意見書」の件を議題とい

たします。 

  提出者の説明を求めます。 

  永並副議長。 

○副議長（永並 啓君） 

  こんにちは。永並啓です。 

  それでは、議案の内容について説明させ

ていただきます。 

  第１号議会議案、女性差別撤廃条約選択

議定書の速やかな批准に向けた環境整備を

求める意見書。 

  上記の議案を別紙のとおり、豊能町議会

会議規則（平成３年豊能町議会規則第１号）

第１０条の規定により提出します。 

  令和４年３月２４日提出。 

  豊能町議会議長管野英美子様。 
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  提出者、豊能町議会議員永並啓。賛成者、

同、永谷幸弘、同、秋元美智子、同、池田

忠史、同、吉田正子、同、寺脇直子、同、

高尾靖子。 

  女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな

批准に向けた環境整備を求める意見書。 

  昭和５４（１９７９）年、国連はあらゆ

る分野で女性が性に基づく差別を受けない

権利と平等の権利を保障する女性差別撤廃

条約を採択し、日本は昭和６０（１９８５）

年、この条約を批准した。令和３（２０２

１）年現在、１８９カ国が批准している。

さらに平成１１（１９９９）年、条約の実

効性を強化し女性が抱える問題を解決する

ために、個人通報制度と調査制度を認めた

「女性差別撤廃条約選択議定書」が国連総

会で決議・採択され、平成１２（２０００）

年１２月末に発効している。令和３（２０

２１）年現在、条約批准１８９カ国中１１

４カ国が批准しているが日本はまだこれを

批准していない。選択議定書の個人通報制

度とは、条約で保障された人権を侵害され

た被害者が、国内の救済手続きを尽くした

後、条約機関に申し立てを行うことができ、

条約機関がこれを審査して見解を出すとい

う制度である。条約機関が通報者の人権侵

害を認める見解を出したとしても、この見

解は当該締結国に対し法的な拘束力を持つ

ものではないが、国際的にも国内的にもそ

の影響は小さくない。このような選択議定

書を批准することにより、締結国は国際的

な人権基準に基づき女性の人権侵害の救済

と人権の保障をより強化できる。女性差別

撤廃条約の実効性の確保を図ろうとする国

際的動向の下で、日本政府は選択議定書の

審議に参加し、決議に加わったものである。

しかし、日本は男女格差を測る「ジェンダ

ーギャップ指数２０２１」が１５６カ国中

１２０位に位置している。新型コロナウイ

ルスの感染拡大で非正規職員の雇止めをは

じめ、特に女性への影響が大きい。女性差

別撤廃条約が採択されて４０年を超え、女

性に対する差別を撤廃し、男女平等社会を

実現するためのさらなる施策が急務となっ

ている。政府は、第５次男女共同参画基本

計画で「女性差別撤廃条約の選択議定書に

ついては、諸課題の整理を含め、早期締結

に向けて真剣な検討を進める」としている。

よって、国においては、我が国の司法制度

や立法施策との関連課題等が早急に解決さ

れるよう環境整備を進め、女性差別撤廃条

約選択議定書を早期に批准するよう強く要

望する。 

  以上、地方自治法第９９条の規定に基づ

き意見書を提出する。 

  令和４年３月２４日。大阪府豊能町議会。 

  提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣

総理大臣、外務大臣、内閣官房長官、内閣

府特命担当大臣（男女共同参画担当）。 

  以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第１号議会議案は、原案のとおり決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第１号議会議案は、原案のとお

り可決されました。 

  日程第３「第２号議会議案 北朝鮮によ
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る日本人拉致問題に対する理解を深めるた

めの教育的取組みを推進するよう求める決

議」を議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  永並啓副議長。 

○副議長（永並 啓君） 

  それでは、議案の内容を説明させていた

だきます。 

  第２号議会議案、北朝鮮による日本人拉

致問題に対する理解を深めるための教育的

取組みを推進するよう求める決議。 

  上記の議案を別紙のとおり、豊能町議会

会議規則（平成３年豊能町議会規則第１号）

第１０条の規定により提出します。 

  令和４年３月２４日提出。 

  豊能町議会議長管野英美子様。 

  提出者、豊能町議会議員永並啓。賛成者、

同、永谷幸弘、同、秋元美智子、同、池田

忠史、同、吉田正子、同、寺脇直子、同、

高尾靖子。 

  それでは裏面を御覧ください。 

  北朝鮮による日本人拉致問題に対する理

解を深めるための教育的取組みを推進する

よう求める決議。 

  １９４０年代後半から２０００年以降に

かけて、多くの日本人が不自然な形で行方

不明となり、日本の当局による捜査や亡命

北朝鮮工作員の証言により、これらの事件

は北朝鮮による拉致の疑いが濃厚であるこ

とが明らかになった。そして、日本政府は、

１７名を北朝鮮による拉致被害者として認

定した。 

  ２００２年９月の第１回日朝首脳会談に

おいて、北朝鮮は初めて拉致を認め謝罪を

し、再発防止を約束した。そして、同年１

０月には、５名の拉致被害者が２４年ぶり

に帰国した。しかし、残りの１２名の拉致

被害者の方々については、未だに北朝鮮か

ら納得できる説明もされておらず、長きに

わたり北朝鮮に囚われ、全ての自由を奪わ

れた状態で、現在も救出を待っている。 

  拉致被害者として認定した１７名以外に

も、北朝鮮による拉致の可能性を排除でき

ない失踪者（特定失踪者）は、９００名近

くいるという報告もある。大阪府内では１

９名が特定失踪者として公開されている。 

  ２００２年以降、目立った進展がなかっ

たため、２０２１年９月末に、「北朝鮮に

よる拉致被害者家族連絡会（１９７７年設

立）」と「特定失踪者家族会（２０１７年

設立）」により、被害者の救出を求める運

動が展開され、1,５００万筆を超える署名

が菅内閣総理大臣に提出された。 

  日本政府は、北朝鮮による日本人拉致問

題は、我が国の主権及び国民の生命と安全

に関わる重大な問題であり、政府の責任に

おいて解決するべき最重要問題と位置づけ

ている。そして、解決のためには、世論の

一層の喚起が不可欠であるとしている。内

閣官房拉致問題対策本部及び文部科学省は、

特に若い世代には、拉致問題は過去の歴史

ではなく、現在進行形の人権侵害かつ犯罪

行為であることへの理解促進を図ることが

重要であるとして、「北朝鮮当局による拉

致問題に関する映像作品等の活用促進につ

いて」を令和３年４月２３日に発出した。

そして、都道府県教育委員会に対して、児

童や生徒が、拉致問題について深く認識し、

人権問題として考える契機とするために、

アニメ映画「めぐみ」を学校等で上映する

ことを促進するように求めた。また、日本

政府の拉致問題対策本部が全国の中高生を

対象に毎年実施している「北朝鮮人権侵害

問題啓発週間作文コンクール」などの取り

組みにも積極的に参加することも重要であ

るとしている。こうした政府からの要請を

受け、大阪府教育庁は、「府立学校に対す

る指示事項」の中で、日本人拉致問題に関
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する理解を深める取り組みの一つとして、

アニメ映画「めぐみ」の作品を紹介してい

る。豊能町においては、令和元年１１月３

０日の「人権を考える集い」に蓮池薫氏を

招き、講演会を開催するなど、北朝鮮によ

る日本人拉致問題に対する理解を深めるた

めの取り組みを行ってきている。 

  豊能町議会は、平成３０年１２月に「北

朝鮮による日本人拉致問題の早期解決を求

める意見書」を提出しているが、児童や生

徒など若い世代に対して、拉致問題を現在

進行形の人権侵害かつ犯罪行為であること

の理解促進を図るために、豊能町教育委員

会に対し、下記の拉致関連の作品や資料等

を学校で提供することを要望する。 

  参考拉致関連作品。アニメ映画「めぐ

み」、実写映画「めぐみへの誓い」、「拉

致被害者御家族ビデオメッセージ～必ず取

り戻す！愛する家族へ～」、拉致問題啓発

舞台劇公演「めぐみへの誓い－奪還－」。 

  以上、決議する。 

  令和４年３月２４日。大阪府豊能町議会。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  第２号議会議案は、原案のとおり決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（管野英美子君） 

  起立全員であります。 

  よって、第２号議会議案は、原案のとお

り可決されました。 

  永並啓議員。 

○副議長（永並 啓君） 

  第１７号議案、令和４年度豊能町一般会

計予算の件の賛成に関して、附帯決議の動

議を提出したいと思います。 

○議長（管野英美子君） 

  ただいま永並議員から、第１７号議案、

令和４年度豊能町一般会計予算の件に対す

る附帯決議の動議がありました。動議には

１人以上の賛成者が必要です。永並啓議員

の附帯決議の動議に賛成の方は起立願いま

す。 

（賛成者起立） 

○議長（管野英美子君） 

  所定の賛成者がおられますので、動議は

成立いたしました。 

  この際、暫時休憩をいたします。資料を

配りますので、そのままで。 

（午後２時４４分 休憩） 

（午後２時４５分 再開） 

○議長（管野英美子君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。 

  ただいま永並啓議員ほか１名から、第１

７号議案、令和４年度豊能町一般会計予算

の件に対する附帯決議が提出されました。

これを日程に追加し、追加日程第１として

直ちに議題にしたいと思います。これに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  異議なしと認めます。よって第３号議会

議案として日程に追加し、追加日程第１と

して直ちに議題とすることに決定いたしま

した。 

  追加日程第１「第３号議会議案 令和４

年度豊能町一般会計予算に伴う附帯決議」

を議題といたします。 
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  提出者の説明を求めます。 

  永並啓議員。 

○副議長（永並 啓君） 

  永並啓です。 

  第３号議会議案、令和４年度豊能町一般

会計予算に伴う附帯決議。 

  上記の議案を別紙のとおり、豊能町議会

会議規則（平成３年豊能町議会規則第１号）

第１０条の規定により提出します。 

  令和４年３月２４日提出。 

  豊能町議会議長管野英美子様。 

  提出者、豊能町議会議員永並啓。賛成者、

同、永谷幸弘。 

  提案理由。令和４年度豊能町一般会計予

算の施行にあたり、早急に公共施設再編の

最終報告書を提出することを求めるもので

ある。 

  それでは裏面を御覧ください。 

  令和４年度豊能町一般会計予算に伴う附

帯決議。 

  令和４年度の豊能町一般会計予算には、

公共施設の維持管理に関する経費が複数計

上されている。豊能町の公共施設は、いず

れも古く、耐震化もできていないものも多

くある。今後維持管理に多額の費用がかか

ってくる。多くの自治体でも同じだが、公

共施設で利益を出しているところはほとん

どない。簡単に言うと民間企業の視点で考

えると、すべての公共施設が廃止になる。

それを金銭的な利益は出なくても、住民の

健康維持や文化の発展のためには、赤字で

あっても維持していくかどうかを判断する

のは、トップである町長しかすることがで

きない。公共施設をどうするかは、これま

で散々、議論してきている。平成２９年に

は公共施設の総合管理計画も出されている。

あとは、トップがそれに基づいて政治判断

をするだけである。令和４年度の予算にお

いても、町長が公共施設の方針をスピーデ

ィーに決めないことにより、修正案が提出

され、可決される等、町長の意思決定の遅

さが様々なところに影響を与えている。町

長に早急に公共施設の方針を決めてもらう

ために、１日でも早く最終報告書を提出す

ることを求める。 

  以上、決議する。 

  令和４年３月２４日。豊能町議会。 

  以上、何とぞ豊能町民のために全員賛成

でよろしくお願いいたします。 

○議長（管野英美子君） 

  これより本件に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  討論を終結いたします。 

  これより採決を行います。 

  本件は、原案のとおり決することに賛成

の方は起立願います。 

（多数起立７：４） 

○議長（管野英美子君） 

  起立多数であります。 

  よって、第３号議会議案は、原案のとお

り可決されました。 

  以上で、本定例会議に付された事件は全

て終了いたしました。 

  お諮りします。 

  本定例会議は本日で閉会したいと思いま

す。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（管野英美子君） 

  異議なしと認めます。 

  よって、本定例会議は本日で閉会するこ

とに決定いたしました。 

  これで本日の会議を閉じます。 

  閉会前に、議場におられる八木こども未
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来部長が今年度末で定年退職をされますの

で、退職に当たり御挨拶いただきたいと思

います。 

  八木こども未来部長、よろしくお願いし

ます。 

○こども未来部長（八木一史君） 

  このような機会を設けていただきました

管野議長はじめ議員の皆様にお礼申し上げ

ます。 

  私は昭和５９年１９８４年４月に豊能町

に奉職させていただき、３８年間お世話に

なりました。最初の配属は議会事務局の書

記でした。まさか本日、当時と同じ議場で

定年退職に当たり挨拶をさせていただくこ

とになるとは全く思っていませんでした。

当時からおられる議員さんは川上議員お一

人です。当時、常任委員会視察に行った関

東方面からの新幹線にビュッフェというも

のが当時ありまして、川上議員と当時の民

生部長、そして私の３人で行き、新大阪に

着く前にビュッフェの飲み物が全てなくな

ったことはまだ覚えておるところでござい

ます。これまでいろいろな部署を経験しま

した。特に印象に残っていますのが平成９

年、第５２回国民体育大会なみはや国体の

担当のとき、平成２３年に実施した東西そ

れぞれの保育所・幼稚園再編のとき、そし

て平成１２年と平成２９年の豊能郡環境施

設組合派遣のとき、特に組合での平成２９

年、３０年のときには説明会に酸素ボンベ

を携帯した当時の池田町長と行くのは非常

に辛いものがありました。これらをはじめ

全ての職場において先輩方の指導や同僚た

ちに支えられ、助けられて、何とか最後ま

で務めることができました。現在の教育委

員会こども未来部は令和８年４月に東西そ

れぞれに義務教育学校の設置、西地区での

認定こども園の設置、生涯学習所管施設の

在り方など、課題はたくさんございます。

また、町は少子高齢化や財政状況の健全化

という課題もあります。まだまだやり残し

たことがたくさんありますが、後進にバト

ンタッチしてよりよい豊能町を目指して頑

張っていただきたいと考えております。豊

能郡環境施設組合での議会や本町での議会

におきましていろいろな意見を議員の皆様

と交わさせていただきました。拙い答弁で

あったと思いますが、意見を交わし私自身

も成長できたところが多かったと感じてお

ります。議員の皆様におかれましては職員

を育てるということでこれからも忌憚のな

い厳しく鋭い意見をしていただけたらと思

っております。 

  最後になりますが、議員の皆様におかれ

ましては健康に十分留意していただき、今

後も町の発展のために御活躍いただきます

ようお願いいたしまして挨拶とさせていた

だきます。長い間本当にありがとうござい

ました。 

（拍手） 

○議長（管野英美子君） 

  議会を代表して、一言御挨拶申し上げま

す。 

  八木部長におかれましては、豊能町に長

きにわたり奉職され、町政に尽くされたこ

とを心から御礼申し上げます。八木部長の

御健勝と御多幸を心からお祈りしまして、

御挨拶といたします。ありがとうございま

した。 

  それでは、本定例会議の閉会に当たり、

町長から御挨拶がございます。 

  塩川恒敏町長。 

○町長（塩川恒敏君） 

  こんにちは。 

  令和４年３月の定例会議の閉会に当たり

まして御挨拶を申し上げたいと思います。 

  この度は私の体調不良により大変重要な

定例会議を欠席することとなり、さらに日
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程の変更をお願いしましたこと、大変申し

訳なく、改めておわびを申し上げます。こ

の度の提案させていただきました議案に対

しまして長きにわたり慎重な御審議を賜り、

御決定をいただきましたこと厚く御礼申し

上げます。決定いただきました議案の執行

に当たりましては厳正に、そして公平に努

めてまいる所存でございます。１週間後に

は来年度、本年度が終了し、新たな年度を

迎えることになります。一般質問そしてい

ろいろな御意見を今回もたくさん頂戴をい

たしました。町の課題に対しまして多岐に

わたる大変貴重な御意見でございました。

その意見そして御提言につきましては真摯

に受け止めさせていただいて、これからの

町政に生かしてまいりたいと存じておりま

す。 

  さて新型コロナウイルス感染症におきま

しては油断がもうできない状態であると存

じます。まん延防止等重点措置の解除にな

りましたけれども、年度替わりや春の訪れ

による花見でありますとか、人と人との接

触機会が増える時期でございます。集中警

戒期間として一層の感染防止に努めなくて

はなりません。町民の皆さんにも改めてお

願いを申し上げるところでございます。ま

た、３回目のワクチン接種、そして小児用

のワクチン接種につきましても、特に小児

用のワクチン接種につきましては池田休日

急病診療所の御協力のもと、もう既に開始

をさせていただいておりますけれども、引

き続き万全の態勢で臨んでまいりたいとい

うように思います。 

  もう一つ、東地区におきまして先行して

この４月から東能勢小中学校として小中一

貫教育がスタートいたしますけれども、昨

日から引っ越しが、今現在進んでおります。

第一期工事が完了して生徒の方々の反応を

聞いておりますと、きれいになった床そし

て教室、そこでも歓声が上がっておりまし

たけれども、一番喜んでいるのはきれいに

なったトイレ、ドライウエットのトイレと

いうところだそうですが、何よりも校長先

生が喜んでられたというのが、中学校の生

徒さんみずからがこれから小学校の方々と

一緒にということで、それを受け入れてい

くんだという期待と、それから小中一貫教

育に対して理解をしてるというところを非

常に喜んでおられます。そしてこれから支

える教師とそれから地域の方々と魅力ある

学校を目指すこと、これを決意をされてる

というところで非常に感謝をしております。 

  それからもう１点御報告をさせていただ

きたいんですけれども、池田泉州銀行株式

会社との包括提携を結ばせていただいてお

ります。空き家の利活用でありますとか子

育ての応援世帯を進めさせていただきます。

このたび光風台の出張所でございますけれ

ども、その空きスペースを活用した子育て

広場が３月の８日プレオープンという形で

させていただいてます。正式には４月の１

５日にオープニングセレモニーを実施させ

ていただく運びになっております。現在プ

レオープン中でございますけれども、毎日

約１０組ぐらいの親御さんたちがお集まり

になって、特に未就学の方々でいくとなか

なか意見交換とかいろいろと会話ができな

い部分がありますけれども、その交流のつ

ながり、その部分が非常に喜ばれておりま

す。４月の１５日のオープニングセレモニ

ーには管野議長、永並副議長も御出席をお

願いしておりますけれども、どうぞよろし

くお願いいたします。議員の皆様におかれ

ましてもそれ以降であればぜひ視察をいた

だいて、子どもたちの本当の笑顔と、そし

て忌憚のない御意見をまたいただければと

いうように思っております。 

  このように、本町の課題というのはもう
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財政難そして社会課題はたくさんあります

けれども、我々だけでは十分できない部分

も公民連携でスタートさせていただいてま

す。豊能町のスマートシティにおきまして

も、我々の予算ではありませんけれども、

協議会が国の費用を引っ張ってきて、そし

て町民の皆さんに対して何が一番ふさわし

いのかという実験を実証実験をしていただ

いているということ、本当に感謝申し上げ

る次第でございます。これからも町そして

住民の皆さんと、それから民間の企業の

方々と一緒になってこの豊能町をしっかり

と後世に引き継いでいけるものに作り上げ

ていきたいというように存じます。来年度

におきましてもぜひ議員の皆様の御支援、

御協力をよろしくお願い申し上げます。 

  最後になりましたけど、私が一番気づい

ているというか感じてるところが健康第一

でございます。皆様の体調というところに

十分御注意をいただきまして、これからも、

来年、４年度も町政に対して御協力と御支

援をいただきたく存じております。はなは

だ簡単でございますけれども閉会の御挨拶

とさせていただきます。ありがとうござい

ます。 

○議長（管野英美子君） 

  これをもって、令和４年豊能町議会３月

定例会議を閉じ、散会といたします。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後２時４４分 
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本日の会議に付された事件は次のとおりである。 

第３号議案  豊能町職員の育児休業等に関する条例改正の件 

第４号議案  豊能町一般職の職員の給与に関する条例改正の件 

第５号議案  豊能町特別職の職員の給与に関する条例改正の件 

第６号議案  豊能町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例改 

       正の件 

第７号議案  豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

       関する条例改正の件 

第８号議案  豊能町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に 

       関する条例改正の件 

第９号議案  豊能町都市計画法施行条例改正の件 

第１０号議案 豊能町太陽光発電施設の設置及び管理に関する条例改正の 

       件 

第１１号議案 豊能町消防団員等公務災害補償条例改正の件 

第１２号議案 令和３年度豊能町一般会計補正予算（第７回）の件 

第１３号議案 令和３年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定補正予算 

       （第３回）の件 

第１４号議案 令和３年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定補 

       正予算（第４回）の件 

第１５号議案 令和３年度豊能町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

       回）の件 

第１６号議案 令和３年度豊能町下水道事業特別会計補正予算（第２回） 

       の件 

第１７号議案 令和４年度豊能町一般会計予算の件 

第１８号議案 令和４年度豊能町国民健康保険特別会計事業勘定予算の件 

第１９号議案 令和４年度豊能町国民健康保険特別会計診療所施設勘定予 

       算の件 

第２０号議案 令和４年度豊能町後期高齢者医療特別会計予算の件 

第２１号議案 令和４年度豊能町介護保険特別会計事業勘定予算の件 

第２２号議案 令和４年度豊能町下水道事業特別会計予算の件 

 



 

 5－28 

第１号議会議案 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准に向けた環 

        境整備を求める意見書 

第２号議会議案 北朝鮮による日本人拉致問題に対する理解を深めるため 

        の教育的取組みを推進するよう求める決議 

第３号議会議案 令和４年度豊能町一般会計予算に伴う附帯決議 

 

  



 

 5－29 

  以上、会議の次第を記し、これを証するためここに署名する。 

 

 

 

    令和  年  月  日署名 

 

 

 

      豊能町議会 議 長 

 

      署 名 議 員 １０番 

 

        同   １１番 

 

 


